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PCA Arch 利用共通規約  

 

第 1 章 総則 

第1条 （目的） 

ピー・シー・エー株式会社（以下「当社」という）は、インターネット専用のクラウドモデルアプリケーションを、Amazon 

Web Services, Inc.等（以下「AWS」という）の提供するサービス（以下「AWS サービス」という）上で利用できるサー

ビス「PCA Arch シリーズ」のサービス（以下「本サービス」という）を提供します。 

「本サービス」のうち、「経費精算 for PCA Arch」は「AWS サービス」の他、Oracle Corporation（以下「Oracle」とい

う）の提供するサービス（以下「OCI」という）を介してのサービス提供となります。 

  

第2条  （規約の構成） 

本サービスの規約(以下、「本規約」という)は、各プランに共通の事項を定める共通規約と、各プラン固有の事項を定める

プラン別細則によって構成されます。プラン別細則では、契約の申込・成立、利用期間・更新・解約、利用内容の変更、

届出、料金・支払方法など本サービスの利用に関する細則を定めるものとします。 

本サービスを利用する場合、お客様は本規約の全ての条件にご同意いただいたものとみなされます。これらに同意されな

い場合には、本サービスを利用することはできません。 

 

第3条  （定義） 

本規約において、次の各号の用語の意味はそれぞれ次の通りとします。  

1． 「お客様」とは、本サービスを申し込まれた法人・団体または個人をいいます。お客様の申込みを当社が承諾するこ

とにより契約が成立し、本サービスの利用が許諾されます。  

2． 「管理者」とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社と

の窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお

客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にある

ものとします。 

3． 「利用通知書」とは、契約の成立を表す、お客様へ当社からお送りする通知書です。契約成立した本サービスの名称、

課金開始日、利用終了日、サーバーの契約容量等が記載されます。 

4． 「契約容量」とは、当社と契約いただいている容量です。「サーバー使用量」、または「ストレージ容量及び月間デー

タ転送量」が該当します。 

5． 「ログイン名」とは、Hub シリーズのお客様が設定する本サービス利用のためのアクセスＩＤをいいます。 

6． 「サービスユーザーＩＤ」とは、「PCA クラウド on AWS シリーズ」サービス利用のお客様へ当社が発行する本サー

ビス利用のためのアクセスＩＤをいいます。 

7． 「利用者」とは、本サービスを通してお客様から明細等を受領又は提出する方をいいます。 

8． 「販売パートナー」とは、当社に代わって本サービスの販売およびお客様との手続きの受付窓口となっている法人ま

たは団体をいいます。 

9． 「本サービス提供者」とは、当社および販売パートナーをいいます。 
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10． 「課金開始日」とは、当社が指定する、本サービスの正式な利用期間が始まり、利用料の課金が開始される日をいい

ます。 

11． 「オンライン通知」とは、当社のサポートサイト(https://pca.jp/area_support/pca_arch_info.html)や当規約サ

イトへの掲載、又は電子メール等で管理者に告知する方法をいいます。通知内容の掲載または発信によりその効力が

生ずるものとし、通知が管理者に未達または管理者が通知を未確認でもその効力に影響がないものとします。 

12． 「番号法」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律をいいます。 

 

第4条  （本規約の変更手続き） 

本規約または細則を変更する場合は、当社は事前にオンライン通知をするものとし、通知した効力発生日から変更した本

規約の効力が生じるものとし、管理者に通知が到達しなかったときまたは管理者が通知を確認しなかったときでも、変更

後の本規約が適用されるものとします。   

 

第 2 章 サービス内容 

第5条  （サービス内容） 

１. 本規約の定めるところにより、お客様は、インターネットを通じてクラウドサービスに接続し、本サービスをご利用

いただけます。 

２. お客様は、以下のサービスをご利用いただけます。 

(ア) 「利用通知書」に記載されたお申込みいただいたプランのサービス 

(イ) 「利用通知書」に記載されたお申込みいただいた追加オプションサービス 

(ウ) 「eDoc for PCA Arch」（クラウドストレージサービス。ご契約容量は「利用通知書」に記載されています） 

(エ) 「AI アシスタント」 

(オ) 「PCA Arch ポータル」:本サービスを一元管理する本サービスの入り口です。 

３. 「利用通知書」にて以下をお知らせします。 

(ア) お申込みいただいた本サービスの内容 

(イ) 本サービスの提供開始予定日 

(ウ) 本サービスでご利用いただける容量 

４. 本サービスのサービスレベルはサービスレベル一覧表にて提示するものとします。 

５. 本サービスは複数のサービスから構成されます、構成は別表のとおりです。 

６. 本サービスをご利用のお客様は、当社のクライアント・アプリケーションをお客様の端末設備にインストールし、AWS

サービス上のサーバーに接続することで本サービスを利用します。 

７. 本サービスは、24 時間 365 日ご利用いただけます。ただし、本規約に定めるメンテナンス等の期間を除きます。 

８. 本サービスをご利用のお客様に対し、「利用通知書」に記載されたお申し込みサービスを対象に、下記の「サポートサ

ービス」をご提供させていただきます（「サポートサービス」のご提供は日本国内に限らせていただきます。）なお、

「サポートサービス」の提供期間は、利用期間と同一です。 

①専用サポート電話のご利用（フリーダイヤル） 

「サポートサービス」専用電話にて、サービスの利用方法のお問合わせができます。 

＜「サポートサービス」のご利用時間＞ 
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  月～金（祝日／当社指定休日を除く） 9:30～12:00 13:00～17:30 

②「PCA オリジナル専用帳票」を 10％割引にてご提供 

③各種情報をご提供 

 

第6条 （ AI アシスタント） 

1. 「AI アシスタント」は、自然言語技術と人工知能／AI 技術を活用した、以下の機能を提供します。 

(1) チャットウィンドウを通じた「検索」「質問」の操作指示 

(2) チャットウィンドウを通じた自然言語での検索指示 

(3) チャットウィンドウを通じた自然言語でのナレッジの提供 

2. 「AI アシスタント」は、下記の環境でご利用いただくことを推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環

境下でもお客さまのブラウザの設定によっては、ご利用いただけない場合や正しく表示されない場合がございますの

でご了承ください。 

OS ブラウザ 

Windows Google Chrome 最新版 

Microsoft Edge 最新版 

3. 利用制限 

当社は、「AI アシスタント」の安定的な提供を維持するため、特定のユーザーによる「AI アシスタント」の利用が、

当社の想定する通常の利用範囲を著しく逸脱している、または当社の事業遂行に支障を生じさせると合理的に判断し

た場合、当該ユーザーに事前に通知することなく、「AI アシスタント」の全部または一部の利用を制限、中断、また

は停止する措置を講じることができるものとします。 

4. 「AIアシスタント」はAmazon Web Services, Inc. 及び Google LLC 及び Microsoft Corporation及びAutomagi

株式会社（以下「ベンダー」といいます）の提供するサービスを利用します。本サービスの提供にあたっては、各ベ

ンダーの規約が適用され、お客様は各規約の定めを遵守するものとします。 

5. 免責 

(1) 「AI アシスタント」は、当社およびベンダーの事由により、サービス内容の変更、提供の中断または停止、終

了する場合があります。 

(2) 「AI アシスタント」は生成 AI による回答を提供します。提供される回答の完全性、網羅性、正確性、適正性、

目的適合を保証するものではありません。お客さまは「AI アシスタント」が提供する回答については、ご自身

の判断と責任においてご利用されるものとします。 

(3) 当社は「AI アシスタント」が提供する情報により発生した損害に対して責任を負うものではありません。 

6. 本サービスから提供した情報は、お客様に帰属するものではありません。 

 

第7条 （ AI-OCR 読取機能） 

本条項の対象:「eDOC for PCA Arch AI-OCR オプション」、「経費精算 for PCA Arch 領収書 AI-OCR 読取」、「経費精算 

for PCA Arch 請求書 AI-OCR 読取」をご利用のお客様 

1． 「経費精算 for PCA Arch 領収書 AI-OCR 読取機能」、「経費精算 for PCA Arch 請求書 AI-OCR 読取機能」

「eDOC for PCA Arch AI-OCR オプション」（以下「AI-OCR 読取機能」という）は、パナソニック ソリュー

ションテクノロジー社（以下「パナソニック ソリューションテクノロジー社」という）が提供するクラウドサ
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ービス「WisOCR for 注文書・請求書」を利用しています。「AI-OCR 読取機能」をご利用のお客様は、パナソ

ニック ソリューションテクノロジー社の規約を承諾するものとします。ただし、契約期間、契約プラン及び支

払については当規約及び細則が適用されるものとします。 

パナソニック ソリューションテクノロジー社【WisOCR シリーズ サービス利用規約】 

https://dl.it-sol.jpn.panasonic.com/data/its/wisocr/wisocr_terms-

service.pdf?__CAMCID=QWeVLLXTsa-497&__CAMI=3.3.0.1.IEpizFHfy.zW5zECNbmmc2gM44-

61&__CAMSID=zW5zECNbmmc2gM44-

61&__CAMVID=IEpizFHfy&_c_d=1&_ct=1760669907545&_gl=1*ozhoo3*_gcl_au*NTc1Mjk0MjA2

LjE3NTg3Njg4NzA 

2． 「eDOC for PCA Arch AI-OCR オプション」は、プラン毎に月間・年間の上限件数がございます。上限を超え

る場合は、プランの変更が必要です。また、月額契約の場合、当月契約の未使用分は、当月の契約件数を上限と

して翌月に繰り越すことができます。詳細は、WEB サイト等でご確認ください。 

3． 「経費精算 for PCA Arch」での「AI-OCR 読取機能」ご利用の場合 

(1) 「経費精算 for PCA Arch」において、アップロードした領収書・請求書を「AI-OCR 読取機能」にて記載

情報を自動入力することができます。 

(2) 「経費精算 for PCA Arch」では、標準サービスに 1ID 当り領収書処理 10 回分、請求書処理２回分の利

用数が含まれています。利用可能上限数を越えた場合は、追加サービスの契約が可能です。回数はお一人

当たりの制限ではなく、合計数を全体で利用可能です。 

 

第8条 （経費精算 for PCA Arch 経路検索機能） 

交通費精算の明細入力時、交通経路検索ができる機能です。出発駅と到着駅を入力いただくと、経路と運賃が自動計算さ

れます。経費精算 for PCA Arch の標準サービスに 1ID 当り 20 回分の利用数が含まれています。利用可能上限数を越え

た場合は、追加サービスの契約が可能です。 

※1 人当りの制限ではなく、合計数を全体で利用可能です。 

 

第9条 （オプションサービス） 

本サービスには、サービスごとにオプションサービスのご用意があります。 

本サービスのオプションサービス 

1.セイコーソリューションズ株式会社のタイムスタンプサービス 

2. パナソニック ソリューションテクノロジー社の AI-OCR オプション 

「経費精算 for PCA Arch」のオプションサービス 

1. 経費精算 for PCA Arch 領収書 AI-OCR 読取 追加 1000 

利用可能上限数を越えた場合は、1000 回単位での追加サービスの契約が可能です。 

2. 経費精算 for PCA Arch 請求書 AI-OCR 読取 追加 100 

利用可能上限数を越えた場合は、100 回単位での追加サービスの契約が可能です。 

3. 経費精算 for PCA Arch 経路検索 追加 1000 

利用可能上限数を越えた場合は、1000 回単位での追加サービスの契約が可能です。 

4. 経費精算 for PCA Arch ファイル容量 追加 50GB 
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経費精算 for PCA Arch の標準サービスに 1ID 当り 1GB の添付ファイル容量の利用ができます。使用可能な容

量を越えた場合は、追加サービスの契約が可能です。 

※1 人当りの制限ではなく、合計数を全体で利用可能です。 

 

第10条 （セイコーソリューションズ株式会社のタイムスタンプサービス） 

本条項の対象:「セイコーソリューションズ株式会社のタイムスタンプサービス」をご利用のお客様 

セイコーソリューションズ株式会社のタイムスタンプサービス（以下「タイムスタンプオプション」という）をお申

し込みのお客様は、以下を承諾するものとします。 

1． セイコーソリューションズ株式会社によりお客様が本サービスを利用することが不適切と判断された場合お客

様へ「タイムスタンプオプション」が提供されない場合があるものとします。 

2． セイコーソリューションズ株式会社が「タイムスタンプオプション」業務の全部または一部を委託することにつ

いて、「タイムスタンプオプション」性質上やむを得ない事由があるときまたはお客様の指定によるなど合理的

な理由があるときは、セイコーソリューションズ株式会社は、お客様に対してその選任および監督についての責

任のみを負うものとします。 

3． 当社およびセイコーソリューションズ株式会社はタイムスタンプを付した電子データをお客様が使用した結果

については、何らの損害賠償責任も負わないものとします。 

4． お客様が「タイムスタンプオプション」の対象となる電子データの利用に関連して、当社または第三者に対して

損害を与えた場合、また当社または第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様は自己の費用と責任において、

損害を賠償しまたは係る紛争を解決するものとします。 

5． 「タイムスタンプオプション」提供においてセイコーソリューションズ株式会社が負う契約不適合責任は、時刻

情報を含む電子署名としてセイコーソリューションズ株式会社が生成・発行する電子証明書の再発行をもって

負うものとします。 

6． セイコーソリューションズ株式会社は予告なしにお客様の本サービスの利用を一時停止または禁止する場合が

あります。 

① お客様の債務不履行があった場合(前項の場合を除く) 

② お客様が、本約款の規定に違反した場合 

③ お客様が、違法にまたは明らかに公序良俗に反する態様並びにそのおそれのある態様において本サービスを

利用した場合 

④ お客様が、他の本サービス利用者に支障を与える態様において本サービスを利用した場合 

⑤ お客様が、詐欺等の犯罪に結びつく態様、またはそのおそれのある態様において本サービスを利用した場合 

⑥ その他、本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由がある場合 

7． セイコーソリューションズ株式会社は次の各号の場合、その他の都合により予告なしに本サービスを停止する

場合があります。 

① 火災、停電、不正アクセス等の事故や当社の責に帰すことのできない不可抗力の事由（天変地異、戦争、暴

動、内乱等を含む）により本サービスの中断がやむを得ない場合 

② セキュリティ上、本サービスの停止がやむを得ない場合 

③ 時刻認証局、または実在証明を行う認証局が、停止または終了するような場合 

④ 本サービスのバージョンアップまたは設備増強等の各種メンテナンスを行う必要が生じた場合 
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⑤ その他当社が本サービスの停止が必要と認めた場合 

 

第11条  （本サービスの変更） 

1．当社は、本サービスを提供するために当社にて手配するクラウドサービス、アプリケーション（以下「当社の設備等」

という）など本サービスを継続するための費用が著しく高騰した場合、サービス料金の一部または全部の変更または本

サービスの内容を継承したサービスへの変更を行うことができるものとします。 

2.前項に基づいてサービス内容を変更する場合、当社は事前にオンライン通知を行います。通知内容の掲載または発信に

よりその効力が生ずるものとします。 

3.本サービスの仕様は、改良のため変更されることがあります。変更する場合には、当社は事前にオンライン通知を行い

ます。また仕様変更後も本規約に定めるサポート＆サービスが提供されます 

 

第12条 (AWS の保証) 

AWS サービスのセキュリティは、AWS セキュリティ基準に従い提供されます。 

AWS、AWS の関連会社およびライセンサーは、AWS サービスに関していかなる保証も行いません。 

AWS は、随時、提供される AWS サービス内容のいずれかを変更または中断することができるものとします。 

AWS は（ア）提供される AWS サービス内容の機能がセキュリティ上のリスクまたは脅威に晒される、または（イ）AWS、

AWS の関連会社または第三者にセキュリティリスク、責任リスクまたはその脅威が生じる、と AWS が合理的に判断した

場合には、AWS サービスを一時的に制限する場合があります。 

AWS サービスの制限期間中であっても、お客様の利用料の減額・返金は行われません。 

お客様は本サービスを利用するにあたり、AWS 規約および適用される法律に違反しないものとします。 

 

第13条 (ORACLE の保証) 

本条項の対象:「経費精算 for PCA Arch」ご利用のお客様 

OCI のセキュリティは Oracle の基準に従い提供されます。 

Oracle は、OCI に関していかなる保証も行いません。 

Oracle は、随時、提供される OCI 内容のいずれかを変更または中断することができるものとします。 

Oracle はセキュリティ等の問題により、Oracle が必要と判断した場合には、OCI を制限又は停止する場合がありま

す。 

OCI の制限又は停止期間中であっても、お客様の利用料の減額・返金は行われません。 

お客様は本サービスを利用するにあたり、OCI 規約および適用される法律に違反しないものとします。 

 

第14条 (パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社の保証) 

本条項の対象:「eDOC for PCA Arch AI-OCR オプション」「経費精算 for PCA Arch 領収書 AI-OCR 読取」 

「経費精算 for PCA Arch 請求書 AI-OCR 読取」ご利用のお客様 

パナソニック ソリューションテクノロジー社は、「AI-OCR 読取機能」について、パナソニック ソリューションテク

ノロジー社提示の規約の範囲内でのみ保証するものとします。 
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第15条 （セイコーソリューションズ株式会社の保証） 

本条項の対象:「セイコーソリューションズ株式会社のタイムスタンプサービス」をご利用のお客様 

セイコーソリューションズ株式会社は、「タイムスタンプサービス」について、セイコーソリューションズ株式会社

の定める規約の範囲内でのみ保証するものとします。 

 

第16条  (サービスの停止) 

以下に定める事由による本サービスの停止に伴い、お客様に損害が生じても本サービス提供者は一切の責任を負いま

せん。 

1.メンテナンスのためのサービスの停止 

本サービスは、AWS、OCI、当社によるサービスの保守、点検、整備、改良または拡張などを実施するために停止する

場合があります。 

① 当社定期メンテナンス: 

原則として実施日の 0:00 から 5:00 の間 

② 当社緊急メンテナンス:事前に当社はオンライン通知を行います。ただし、緊急の場合については、やむを得ず停

止後のオンライン通知となる場合があります。 

2.当社の責によらない事故発生時または天変地異の際のサービスの停止 

当社は、災害など、当社の責によらず発生した事由により、本サービスを停止する場合がございます。この場合、お客

様は本サービスが停止となったといえども細則に定める支払い義務を免れないものとします。 

3.お客様の事由による本サービスの中断・終了 

①．当社は、次の各号のいずれか一つに該当する場合、管理者に通知をし、確認がとれない場合は、本サービスを中断

する場合があります。この場合のサービス中断の通知は必ずしも事前に行う必要はないものとします。通知内容の掲

載または発信によりその効力が生ずるものとし、通知が管理者に未達または管理者が通知を未確認でもその効力に影

響がないものとします。  

(1)申込書類または提出書類に不備がある場合  

(2)住所、電話番号、管理者など申込書に記載された内容に変更があり、変更の手続きが行われていない場合 

(3)お客様の利用容量が「利用通知書」に定める契約容量を超過した場合 

②．お客様が次の各号のいずれか一つに該当する場合、当社は管理者に通知を行わず本サービスの終了、本サービスの

中断、またはその他必要とされる手段をとることができます。 

(1)お客様または管理者が虚偽の届出をした場合 

(2)本規約上の権利または義務を第三者に再販売、譲渡、貸与または担保に供するなどの行為,およびそれ類似する

行為 

(3)当社または第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害する行為または公序良俗に反する行為があり、あるいはそ

のおそれのある場合 

(4)当社または第三者の著作権、その他知的財産権を侵害する行為があり、あるいはそのおそれのある場合 

(5)当社または第三者のシステム、またはデータの滅失、損壊、盗用行為があり、あるいはそのおそれのある場合 

(6)本サービスに含まれるコンピュータプログラムの改変、 リバース・エンジニア、逆コンパイル、逆アセンブル 

(7)お客様からの利用料支払の確認ができない場合 

(8)再三の当社からの告知にもかかわらず、お客様の契約容量が「利用通知書」に定める契約容量を超過する状態が
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解消されない場合 

(9)ログイン名、パスワードの不正使用がある、またはその可能性が高いと判断される場合 

(10)違法行為あるいは違法行為をそそのかしたり容易にさせたりする行為、またはそれらのおそれのある行為が認

められる場合 

(11)当社の本サービス提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為が認められる場合 

(12)第三者の本サービス利用を妨害したり支障を与えたりする行為、あるいはそのおそれのある行為が認められる

場合 

(13)本規約に違反した場合 

(14)管理者が連絡不能または所在不明の場合 

(15)お客様の代表者が差押、滞納処分を受けた場合、または、破産の申立て、保佐開始の審判もしくは後見開始の

審判を受けた場合。ただし、支払完了済みの期間を除く 

(16) お客様について破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の申立て、手形交換所の取引停止処分、差押、

または滞納処分が行われた場合。ただし、支払完了済みの期間を除く 

(17)お客様または管理者の依頼により本サービスを停止または終了する場合 

(18)その他合理的な理由により当社が必要と認めた場合 

 

第17条  （サービスの廃止） 

1．本サービスの全部または一部を廃止する場合、廃止する 3 か月前までにオンライン通知を行います。当該通知により

その効力が生ずるものとし、通知が管理者に未達または管理者が未確認でもその効力に影響がないものとします。  

2． 当社が予期し得ない事由または法令、天災などのやむを得ない事由で、サービスの廃止をする場合において事前通知

が不能な場合は、当社は事後にすみやかに担当者に対して通知をするものとします。 

3．本サービスの廃止によってお客様に損害が発生した場合、当該損害が当社の故意または重大な過失によるものでない限

り、当社は何らの責任も負わないものとします。 

 

第 3 章ご利用にあたって 

第18条  （管理者の選任） 

1．お客様は必ず管理者を選任し、当社に通知しなくてはなりません。  

2． 管理者は特定の個人で、本規約に定められた管理責任を負います。  

3． お客様は、管理者が変更となる場合は、すみやかに当社に通知する義務があります。 

 

第19条  （お客様環境の整備） 

本サービスを利用するために必要なお客様がご使用になる装置、端末および通信回線などについて、その購入、設定、通

信料、接続料などはお客様の責任と費用負担となります。   

 

第20条  （ログイン名およびパスワード管理） 

1．お客様は、ご自身が設定するログイン名とパスワードの管理に責任を負うものとします。 

2．お客様は、お客様のログイン名とパスワードを第三者が不正に利用している場合は、直ちに当社に連絡するものとしま
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す。 

3．お客様からの連絡の無い限り、当社はお客様のログイン名とパスワードでのアクセスをお客様によるアクセスとして対

応します。 

4．ログイン名とパスワードの管理不足、誤使用、第三者による使用により、お客様に損害が生じた場合、当社に故意また

は重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。 

 

第21条 （サービスユーザーID およびパスワード管理） 

1．管理者は当社が通知するサービスユーザーＩＤとパスワードの管理に責任を負うものとし、サービスユーザーＩＤ、パ

スワードの漏洩によりお客様に損害が生じても当社は責任を負いません。またお客様に貸与されたサービスユーザーＩ

Ｄ・パスワードの不正使用や管理不充分により、当社または第三者に損害が生じた場合にはお客様が責任を負います。   

2．お客様は、全てのサービスユーザーＩＤ、パスワードをお客様の業務委託先以外の第三者に開示もしくは漏洩または悪

用されないようこれを自己と同一の注意をもって管理するものとします。 

 

第22条  （データ保全） 

1．お客様は、お客様の責任でお客様のデータを管理するものとし、データの複製を別途保存するなどの保全措置を講ずる

ものとします。 

2．当社、Oracle および AWS は、サービスの障害発生時の復旧に供するため、お客様が入力されたデータを含め設備の全

ての記録内容についてのバックアップ作業、移動および削除をすることができるものとします。ただし、当社が作成す

るバックアップデータは、お客様が入力されたデータの復旧を保証するものではありません。 

 

 

第23条  （第三者との共同利用） 

対象サービス:「取引明細 for PCA Arch」「給与明細 for PCA Arch」「年末調整 for PCA Arch」 

「労務管理 for PCA Arch」「経費精算 for PCA Arch」「eDOC for PCA Arch」 

1．本サービスは原則としてお客様にライセンスされるものです。ただし、お客様が当社と契約したライセンスの範囲内で

第三者（以下「共同利用者」という）に本サービスを利用させることができるものとします。共同利用者へ本サービス

を利用させる場合は、本規約に定めるお客様の義務と同様の義務を当該共同利用者に課するものとし、当該共同利用者

の行為について当社に帰責事由がある場合を除き、お客様自らが行ったものと同様の責任を負うものとします。 

2．本サービスに起因してお客様と共同利用者またはそれ以外の第三者との間で問題が生じたときには、当社に故意または

重過失がある場合を除き、お客様はお客様の責任と一切の費用負担においてその問題を解決するものとします。 

 

対象サービス:「PCA Arch 財務経理」「PCA Arch 人事労務」「PCA Arch 販売管理」「固定資産 for PCA Arch」 

「法人税 for PCA Arch」「固定資産 hyper for PCA Arch」「債権管理 for PCA Arch」 

「債務管理 for PCA Arch」「人事管理 for PCA Arch」「人事管理 hyper for PCA Arch」 

「法定調書 for PCA Arch」「仕入在庫 for PCA Arch」「仕入在庫 ロット管理編 for PCA Arch」 

「販売・仕入在庫管理 for PCA Arch 売上仕入同時入力」 

「販売・仕入在庫管理 for PCA Arch 受注発注同時入力」「会計 for PCA Arch データ連携」 

「会計 hyper for PCA Arch データ連携」「販売・仕入在庫管理 for PCA Arch データ連携」 
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「販売管理 for PCA Arch コンビニ収納代行」 

1．本サービスは原則としてお客様にライセンスされるものです。ただし、お客様が当社と契約したライセンスの範囲内で

業務委託をする会計・税務・社労士事務所など第三者に本サービスを利用させることができるものとします。本サービ

スの利用を業務委託される場合は、本規約に定めるお客様の義務と同様の義務を当該委託先に課するものとし、当該委

託先が義務を履行しない場合はお客様が責任を負うものとします。 

2．お客様は、本サービスを利用する権利および本規約上で有する権利の全部または一部を、再販売および質入れすること

ができません。ただし、会計・税務・社労士事務所などで小規模事業者などを顧問先として本サービスを使用させる場

合などで、当社に申請し書面により許可される場合には、再販売することができるものとします。顧問先などに本サー

ビスを利用させる場合は、本規約に定めるお客様の義務と同様の義務を当該顧問先に課するものとし、当該顧問先が義

務を履行しない場合はお客様が責任を負うものとします。 

3．お客様は業務委託先および顧問先に本規約を遵守させる義務を負うものとします。なお、かかる当該委託先または顧問

先が番号法における個人番号関係事務の委託先とされる場合は、お客様の責において、番号法の定めに従って必要な契

約を当該委託先または顧問先と締結するものとします。 

 

第24条  （利用者の承諾） 

本サービスのご利用において、お客様は利用者へ明細を配信又は受領するにあたり、利用者に以下を通知し、承諾いただ

くものとします。 

「取引明細 for PCA Arch」での配信明細:取引明細 

「給与明細 for PCA Arch」での配信明細:給与明細 

「年末調整 for PCA Arch」での受領明細:年末調整に関する控除申告書等 

「労務管理 for PCA Arch」での受領明細:労務管理に関する申請等 

「経費精算 for PCA Arch」での配信明細:経費精算 

1．利用者は、ご自身が設定するログイン名とパスワードの管理に責任を負うものとし、第三者に利用させないもの

とします。 

2．本サービスが AWS セキュリティ基準のもと提供される AWS サービス上で提供されます。 

3．本サービスは一定期間経過した帳票については表示を終了する場合があります。 

4．本サービスは変更される場合があります。 

5．本サービスは以下の事由により停止する場合があります。 

(1) 本サービスメンテナンスのため 

(2) 災害その他の不可抗力事由発生の場合 

(3) 不正利用の恐れがある場合 

(4) その他緊急時 

6．本サービスのメンテナンスや事故防止等の目的でサービス提供元が必要とする場合、利用者はサービス提供元及

びその委託先へ、利用者又は当社が、必要な範囲に限り、利用者の情報を提供することを承諾するものとします。 

7．取引明細配信サービスは終了する場合があります。 

8．利用者は AWS の定める義務を順守するものとします。 

9．管理者不明の Wi-Fi 等、セキュリティが強固でないネットワーク環境の利用は推奨されません。 

本条項の対象:「経費精算 for PCA Arch」ご利用のお客様 
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10．利用者は Oracle の定める義務を順守するものとします。 

本条項の対象:「取引明細 for PCA Arch」ご利用のお客様 

11．利用者がデジタルインボイスでの取引明細の「受信」をされる場合は不要ですが、「受領」をされる場合は利用

者によるデジタルインボイス対応サービスのご用意が必要です。 

 

第 4 章 （守秘義務） 

第25条  （秘密保持） 

1. 本サービス提供者は業務上知り得る情報を、善良な管理者の注意を持って管理し、別段の定めがある場合を除き、お客

様の書面による承諾を得ることなく、本サービス提供以外の目的のために利用あるいは複製し、または第三者に利用さ

せ、もしくは開示、漏洩いたしません 

2.本サービス提供者は業務上知り得る情報のうち、個人を特定できる情報を、本人の同意なしに第三者へ開示しません。  

3. 法令に基づく公的機関からの照会、法令によって本サービス提供者が開示義務を負う場合は、本条第 1 項・第 2 項の

限りではありません。  

 

第26条  （データの利用） 

1．当社はより良いサービスを提供するために、お客様の同意を得ずして「本サービス」の利用に関し、以下の情報を（個

人情報及び個人を識別できる情報を除き）利用する場合があります。 

・利用に関するデータの登録状況 

・データの容量 

・データ転送量 

・接続状況 

・利用状況ログ（サービス上であらゆる操作に伴うログ情報） 

2．当社は、以下の目的による場合を除き、お客様が入力されたデータに対し、アクセスを行うことはありません。また、

お客様が入力されたデータは、当社の責任において秘密に管理し、以下の目的以外に閲覧、開示などができないものとし

ます。 

1. 本サービスの安全な運営のため 

2. 本サービスまたは当社設備等のシステム上の問題を防止するため 

3. 本サービスのサポート上の問題に関連してお客様から当社に要請があった場合に、当該サポート上の問題を解決す

るため 

なお、当社では、当社がアクセスしたデータベ－スの情報は、秘密情報として取り扱いいたします。 

 

第27条  （利用状況ログ） 

本サービスをお客様が使用する際に、当社は利用状況ログを収集します。利用状況ログは、お客様が本サービスの利用終

了後も削除対象とはなりません。 
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第 5 章 雑則  

第28条  （個人情報の保護に関する法律・番号法との関係） 

本サービスにおいて、お客様が入力されたデータの保存・管理機能をお客様に提供いたしますが、当該機能を使用してお

客様が個人情報や個人番号を保存・管理した場合であっても、当社自身が個人情報や個人番号を収集・管理するものでは

なく、当社は個人情報・個人番号を取り扱うものではありません（但し、お客様から個人情報の取扱に関わる委託を受け

た場合を除きます）。従って、本サービスは番号法における個人番号関係事務ではなく、番号法上の委託にも該当いたしま

せん。また本サービスは個人情報の取り扱いを行っておりませんので、個人情報の保護に関する法律上の第三者提供また

は委託には該当いたしません。 

 

第29条  （業務委託） 

当社は、「当社の設備等」について、その設置、管理、運用および保守などの業務の全部または一部を第三者へ委託するこ

とができるものとします。当社は、業務の委託先に対し本サービスが常に安定して提供するように指導し、監督する責任

を負うものとします。 

 

第30条  （提供地域） 

本サービスの提供地域は、日本国内とします。 また本規約で定めるお客様の権利も、日本国内でのみ有効です。 

 

第31条  （反社会的勢力との取引排除） 

1.お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をい

う。以下同じ）に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、

何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 

(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき 

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会

的勢力を利用したと認められるとき 

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき 

(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

2.お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの

催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 

3.お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第１項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引

先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第２項
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に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければ

ならない。 

4.お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 

5.お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様

又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたとき

は、相手方はその損害を賠償するものとする。 

 

第32条 （ハラスメントの排除） 

当社及びお客様は、相手方に対し以下に定めるハラスメントに該当する行為をしないものとします。お客様が当社に対し

ハラスメントに該当する行為を行ったと当社が判断する場合には、当社はサービスの提供をお断りする場合があるものと

します。 

ハラスメントに該当する行為 

・威迫・脅迫・威嚇行為 

・侮辱、人格を否定する発言 

・プライバシー侵害行為 

・契約の範囲を超えた対応の要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求 

・合理的理由のないお客様への謝罪要求 

・同じ要望やクレームの過剰な繰り返し 

・合理的理由のない⾧時間の拘束行為 

・誹謗中傷の拡散 

・その他社会通念上相当と認められる程度を超える迷惑行為 

 

第33条  （本サービスの解約時・終了時の取り扱い） 

1．お客様の都合で本サービスを中途解約された場合、既に本サービス提供者が受領した本サービスの料金は、本サービス

提供者は一切払い戻しをいたしません。 

2．お客様の都合、サービスの終了、その他理由の如何に関わらず、本サービスご利用終了後は、当社は AWS、OCI に保

存されているお客様が入力されたデータおよびそのバックアップデータを 120 日以内に削除します。ただし、第 16 条

に該当する場合や、より安全な手続きを採用する目的で、削除完了時期を遅らせる場合があります。 

 

第34条  （免責） 

1 本サービス提供者は、お客様が本サービスをご利用になられた結果、および本サービスにより記録されたデータの完全

性、網羅性、正確性、確実性、有用性などに関して、本規約に定められた事項を除き何ら保証いたしません。  

2． 本サービス提供者は、本サービスの遅滞、停止、変更、中止、廃止に関連して発生したお客様の損害について、本規

約に定められた事項を除き責任および利用料金の返還義務は負いません。 

3．ログイン名、サービスユーザーID、パスワードの管理運用は管理者の指示のもと、お客様で厳格に運用するものとしま

す。パスワードにより認証されたログイン名による本サービスの利用は、全て正規のお客様の利用とみなし、本来のお

客様とは別であったとしても不正利用による責任を本サービス提供者は負いません。 

4．AWS サービスまでに接続するための通信回線、装置、設備またはソフトウェアなどについて、本サービス提供者は一
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切の責任を負いません。   

５．本サービス提供者は、管理者不明の Wi-Fi 等、セキュリティが強固でないネットワーク環境の利用は推奨いたしませ

ん。本サービス提供者は、お客様又は利用者がご利用のネットワーク環境に起因しての情報漏洩、提供するサービスの

動作不良について、責任を負いません。 

６．本規約および細則に定める当社の免責は、当社に故意または重過失がある場合はこれを除きます。 

 

第35条  （損害賠償） 

1． 本規約上の義務の不履行につき本サービス提供者の責により損害賠償を負担すべき場合、本サービス提供者の損害賠

償責任は過去 1 年間分の利用料に相当する金額に当該の本サービス利用に関しお支払いいただいた額を上限として直

接かつ通常の損害に限定するものとします。ただし、故意重過失の場合はこの限りではありません。 

2． お客様が第 16 条 3 項に該当または本規約の違反により本サービス提供者が損害を被った場合、本サービスの終了か

否かに関わらず損害賠償請求に従ってお客様は損害を賠償する義務が発生します。   

 

第36条  （知的財産権の帰属） 

1. 当社がお客様に開示または提供する本サービスおよび本サービスを提供するためのシステムに関する著作権、特許権

その他の産業財産権およびノウハウを含む営業秘密などは、当社またはそれぞれの製造元・開発元に帰属します。 

2. 本サービスに関して、お客様の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様が第三者との間に本サービスの知的財産権

に関する紛争を生じた場合、次の各号の条件を満たしている場合に限り、当社は自己の責任と費用でこの紛争の解決

にあたり、お客様に影響を及ぼさないものとします。なお、お客様は合理的な範囲で当社の紛争解決に協力するものと

します。 

(1)お客様が書面で当該紛争の事実および内容を直ちに当社に通知すること 

(2)お客様が当社に対して当該紛争に関する防御・和解・交渉など紛争の解決に要する一切の権限を授与すること 

3. 前項に定めた当社の紛争解決の過程で、お客様と当社の協議でお客様に損害を生じるおそれがあると判断された場合

は、当社は、お客様が本サービスを使用する権利を確保するか、あるいは本サービスの内容を変更するか、もしくは本

契約を解除することができるものとします。 

 

第37条  （管轄裁判所） 

本サービス利用に関連して当社とお客様で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし

ます。 

 

第38条  （準拠法） 

この規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。 

 

付則  

1．本規約は、2025 年 11 月 27 日から実施します。 
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別表:Arch の構成サービス ※基本プランのサービスは各プランに含む。追加オプションは任意で選択 

プラン名 「PCA Arch」サービス名 該当する「PCA クラウド on AWS」「PCA Hub」製

品名 

PCA Arch 

財務経理  

スタンダー

ド 

基本プラン 

PCA Arch 財務経理 スタンダード PCA クラウド 会計 dx on AWS 

eDOC for PCA Arch PCA Hub eDOC 

PCA Arch ポータル 対応製品無し（新サービス） 

AI アシスタント 対応製品無し（新サービス） 

追加オプション 

固定資産 for PCA Arch PCA クラウド 固定資産 dx on AWS 

法定調書 for PCA Arch PCA クラウド 法定調書 dx on AWS 

法人税 for PCA Arch  PCA クラウド 法人税 on AWS  

会計 for PCA Arch データ連携 PCA クラウド 会計 dx データ連携オプション on 

AWS 

経費精算 for PCA Arch PCA Hub 経費精算（電話サポートオプション付き） 

PCA Arch 

財務経理  

エンタープ

ライズ 

基本プラン 

PCA Arch 財務経理 エンタープライズ PCA クラウド 会計 hyper on AWS 

eDOC for PCA Arch PCA Hub eDOC 

PCA Arch ポータル 対応製品無し（新サービス） 

AI アシスタント 対応製品無し（新サービス） 

追加オプション 

固定資産 hyper for PCA Arch PCA クラウド 固定資産 hyper on AWS 

法定調書 for PCA Arch PCA クラウド 法定調書 dx on AWS 

法人税 for PCA Arch  PCA クラウド 法人税 on AWS  

会計 for PCA Arch データ連携 PCA クラウド 会計 hyper データ連携オプション 

on AWS 

経費精算 for PCA Arch PCA Hub 経費精算（電話サポートオプション付き） 

PCA Arch 

人事労務  

スタンダー

ド 

基本プラン 

PCA Arch 人事労務 スタンダード PCA クラウド 給与 dx on AWS 

eDOC for PCA Arch PCA Hub eDOC 

PCA Arch ポータル 対応製品無し（新サービス） 

AI アシスタント 対応製品無し（新サービス） 

追加オプション 

人事管理 for PCA Arch PCA クラウド 人事管理 dx on AWS 
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法定調書 for PCA Arch PCA クラウド 法定調書 dx on AWS 

給与明細 for PCA Arch  PCA Hub 給与明細  

年末調整 for PCA Arch PCA Hub 年末調整 

労務管理 for PCA Arch PCA Hub 労務管理 

PCA Arch 

人事労務  

エンタープ

ライズ 

基本プラン 

PCA Arch 人事労務 エンタープライズ PCA クラウド 給与 hyper on AWS 

eDOC for PCA Arch PCA Hub eDOC 

PCA Arch ポータル 対応製品無し（新サービス） 

AI アシスタント 対応製品無し（新サービス） 

追加オプション 

人事管理 hyper for PCA Arch PCA クラウド 人事管理 hyper on AWS 

法定調書 for PCA Arch PCA クラウド 法定調書 dx on AWS 

給与明細 for PCA Arch  PCA Hub 給与明細  

年末調整 for PCA Arch PCA Hub 年末調整 

労務管理 for PCA Arch PCA Hub 労務管理 

PCA Arch 

販売管理  

スタンダー

ド 

基本プラン 

PCA Arch 販売管理 スタンダード PCA クラウド 商魂 dx on AWS 

eDOC for PCA Arch PCA Hub eDOC 

PCA Arch ポータル 対応製品無し（新サービス） 

AI アシスタント 対応製品無し（新サービス） 

追加オプション 

仕入在庫 for PCA Arch PCA クラウド 商管 dx on AWS 

仕入在庫 ロット管理編 for PCA Arch PCA クラウド 商管 dx ［ロット管理編］ on AWS 

販売・仕入在庫管理 for PCA Arch 受注発注同

時入力  

PCA クラウド 商魂・商管 dx 受注発注同時入力オプ

ション on AWS 

販売・仕入在庫管理 for PCA Arch 売上仕入同

時入力 

PCA クラウド 商魂・商管 dx 売上仕入同時入力オプ

ション on AWS 

販売管理 for PCA Arch コンビニ収納代行 PCA クラウド 商魂 dx コンビニ収納代行オプショ

ン on AWS 

販売・仕入在庫管理 for PCA Arch データ連携 PCA クラウド 商魂・商管 dx データ連携オプション 

on AWS 

取引明細 for PCA Arch PCA Hub 取引明細 

 


